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 熊本県県有林立木等売払代金の延納に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。 
  平成２０年１０月１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第５５号 

熊本県県有林立木等売払代金の延納に関する規則の一部を改正する規則 
熊本県県有林立木等売払代金の延納に関する規則（昭和３２年熊本県規則第５１号）の

一部を次のように改正する。 
第４条第１項中「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める。 
第５条、第６条及び第８条中「但し」を「ただし」に改める。 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。   

 
 
 
 
 
熊本県告示第８５８号 
 熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）第２条第１項第１７７号に規定する
知事が定める構造計算は、木造の建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６
条第１項第２号に掲げるものを除く。）について行われた同法施行令（昭和２５年政令第
３３８号）第８２条の５に規定する構造計算以外の構造計算とする。 
  平成２０年１０月１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 
 
 
 
 
熊本県公告第６８８号 
 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定に基づき実施した平成
２０年度職業訓練指導員の合格者は次のとおりである。 
  平成２０年１０月１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 平成２０年度職業訓練指導員試験合格者 

受験番号 １、２、３、４、５、９、１０、１１、１３、１４、１５、１６、１７、

１８、２０、２１、２２、２５、２６ 
 

号外第３９号 

平成 20 年 10 月 1 日(水)

（毎週 火･金発行） 

 規  則 

 告  示 

 公  告 


